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市第 125 号議案 

   横浜市公告式条例の一部改正 

 横浜市公告式条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和５年２月７日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市公告式条例の一部を改正する条例 

横浜市公告式条例（昭和25年８月横浜市条例第35号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第２項ただし書中「但し」を「ただし」に、「及び市所属

公署」を「、区役所等」に、「かえる」を「代える」に改める。 

 第３条から第５条までを次のように改める。 

 （市長の定める規則の公布） 

第３条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の 

前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規則について準用する。 

（市長の定める規程の公表） 

第４条 第２条第２項及び前条第１項の規定は、市長の定める規程

（同項の規則を除く。）で公表を要するものについて準用する。 

 （その他の規則及び規程の公表） 

第５条 第２条第２項及び第３条第１項の規定は、市の機関（市長

を除く。以下同じ。）の定める規則及び規程で公表を要するもの

について準用する。この場合において、同項中「市長名」とある

のは、「当該機関名」と読み替えるものとする。 

 第６条を削る。 
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 第７条中「規則又は市の機関の定める規則若しくは規程」を「市

長又は市の機関の定める規則又は規程で公表を要するもの」に改め

、同条を第６条とする。 

第８条中「条例施行」を「条例の施行」に改め、同条を第７条と

する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

規則の公布の方法等を見直すことにより事務の効率化を図る等の

ため、横浜市公告式条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 公 告 式 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行）  

（ 条 例 の 公 布 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

た だ し 
２  条 例 の 公 布 は 、 横 浜 市 報 に 登 載 し て こ れ を 行 う 。    、 天 災 

但 し 

地 変 そ の 他 緊 急 の 必 要 に よ り 横 浜 市 報 に 登 載 し て 公 布 す る こ と が 

、 区 役 所 等    
で き な い と き は 、 市 役 所        の 掲 示 場 に 掲 示 し て こ れ 

及 び 市 所 属 公 署 

代 え る 
に    こ と が で き る 。 

か え る 

（ 市 長 の 定 め る 規 則 の 公 布 ） 
（ 施 行 期 間 の 特 例 ） 

    市 長 の 定 め る 規 則 を 公 布 し よ う と す る と き は 、 公 布 の 旨 の 
第 ３ 条   

条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 10 日 を 経 過 し た 日 か ら 施 行 

前 文 、 年 月 日 及 び 市 長 名 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。       
す る 。 但 し 、 条 例 に 特 別 の 定 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

２  前 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 則 に つ い て 準 用 す る 。 
 

（ 市 長 の 定 め る 規 程 の 公 表 ） 
（ 規 則 に 関 す る 準 用 ） 

    第 ２ 条 第 ２ 項 及 び 前 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 市 長 の 定 め る 規 程 
第 ４ 条 

 前 ２ 条 の 規 定 は 、 規 則 に こ れ を 準 用 す る 。 

（ 同 項 の 規 則 を 除 く 。） で 公 表 を 要 す る も の に つ い て 準 用 す る 。 
  

（ そ の 他 の 規 則 及 び 規 程 の 公 表 ） 
（ 規 程 の 公 表 ） 

 第 ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 市 の 機 関 （ 市 長 
第 ５ 条   

規 則 を 除 く 外 、 市 長 の 定 め る 規 程 を 公 表 し よ う と す る と き 

を 除 く 。 以 下 同 じ 。） の 定 め る 規 則 及 び 規 程 で 公 表 を 要 す る も の 
は 、 公 表 の 旨 の 前 文 、 年 月 日 及 び 市 長 名 を 記 入 し て 市 長 印 を お さ 

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 市 長 名 」 と あ る 
な け れ ば な ら な い 。 

の は 、 「 当 該 機 関 名 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

                               
２  第 ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 程 に こ れ を 準 用 す 

    
る 。 

                
（ そ の 他 の 規 則 及 び 規 程 の 公 表 ） 

                               
第 ６ 条  第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 の 規 定 は 、 市 会 の 会 議 規 則 、 傍 聴 人 取 締 
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規 則 そ の 他 市 の 機 関 の 定 め る 規 則 で 公 表 を 要 す る も の に こ れ を 準 

                              
用 す る 。 但 し 、 第 ２ 条 中 「 市 長 」 と あ る の は 「 当 該 機 関 又 は 当 該 

                      
機 関 を 代 表 す る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

                               
２  第 ５ 条 の 規 定 は 、 市 の 機 関 の 定 め る 規 程 で 公 表 を 要 す る も の に 

                               
こ れ を 準 用 す る 。 但 し 、 同 条 第 １ 項 中 「 市 長 名 」 と あ る の は 「 当 

                              
該 機 関 名 」、 「 市 長 印 」 と あ る の は 「 当 該 機 関 印 」 と 読 み 替 え る 

       
も の と す る 。 

 （ 規 則 又 は 規 程 の 施 行 期 日 ） 

第 ６ 条  市 長 又 は 市 の 機 関 の 定 め る 規 則 又 は 規 程 で 公 表 を 要 す る も 
第 ７ 条  規 則 又 は 市 の 機 関 の 定 め る 規 則 若 し く は 規 程 

 の                              
は 、 そ れ ぞ れ 当 該 規 則 又 は 規 程 を も っ て 特 に 施 行 期 日 を 定 め る 

 

こ と が で き る 。 

 （ 委 任 ） 

第 ７ 条    条 例 の 施 行 
    こ の      に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  
第 ８ 条    条 例 施 行 
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